
福山市マンション管理適正化推進計画 

 

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」（平成１２年法律第１４９号。以下

「法」という。）第３条第１項のマンションの管理の適正化を図るための基本的な方針に

基づき，必要な事項を以下のとおり定める。 

 

１ 対象区域   福山市内全域 

 

２ 計画期間 

 ２０２４年度（令和６年度）～２０２８年度（令和１０年度） 

(２０２５年度（令和７年度）の福山市住生活基本計画の改定に合わせ見直しを検討する。) 

 

３ 対象とするマンション 

法第２条第１号に規定する２以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供す

る専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設 

 

４ マンションの管理の適正化に関する目標 

福山市内のマンション数は，「平成３０年住宅・土地統計調査」に基づき２０１８年

（平成３０年）１０月時点で約８，７００戸，このうち築４０年以上のマンションは 

約１，３００戸と推計している。 

また，築４０年以上のマンションは，１０年後には約２，０００戸，２０年後には約

３，９００戸と推計している。 

このように高経年のマンションの増加が予想されていることを踏まえ，管理組合にお

ける管理水準の維持向上及び適正管理への意識向上をめざすものとする。 

 

５ マンションの管理の状況を把握するために講ずる措置に関する事項 

福山市内におけるマンションの管理状況を把握するため，２０２５年度（令和７年度）

の福山市住生活基本計画の改定に合わせて，管理組合へのアンケート調査を実施する。 

 

６ 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針 

福山市マンション管理適正化指針については，国のマンション管理適正化指針と同様

の内容とする。 

 

７ マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項 

  法第５条の４に基づき，管理組合が作成する管理計画の認定事務を実施する。 

また，必要に応じて，マンション管理適正化指針に即し，管理組合に対し，管理計画

の作成や管理組合の運営等に関する助言・指導等を行う。 

 

８ マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

マンションが適正に管理されないことによる様々な課題や管理計画の認定制度等につ

いて，市窓口・広報誌やホームページ等を通じて，普及・啓発に努める。 


